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　　　’《対象》固定資麿評価証明竺関係（公課）証明・物件証呵，：’

in＝Uithinエ
《改定内容》

1回の申請で同一種類の証明を2件以上申請された場合、

2件目以降の手数料が引き下げられます。（※）

※同一の所有者で、かつ資産の所在が同じ区内のものを申請された場合に適用されます。（裏面計算例②参照）

≡　　土地1筆・家屋1棟・償却資産1種類ごと…　　1件400円

　　　　2件以上申請される場合、2件目以降1件100円（※）
’　一

　　　　※1件目又は1件のみ申請される場合は、現行どおり400円となります。

　　　　※同一の所有者の物件であっても、「土地又は家屋」「償却資産」の別ごとに400円かかります。
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《手数料計算例》

MIIIIEIIill：IIISEIEII：IISIEEIEI：
　　　　手数料　　600円　　（400円＋100円＋100円）

◆同一の所有者については2件目以降、1件につき100円になります。

　　　　手数料t・…円｛驚霞有

◆所有者が異なる場合は、所有者ごとに1件目は400円かかります。

400円十100円

400円＋100円

　同一の所有者（※）については2件目以降、1件につきtOO円になります。

◆同一の所有者とは、納税通知書番号（※）が同一である所有者を意味します。

納税通知書番号は共有者の組合せごとに付番されるため、上記の例では別所有者として手数料が計算されます。

※毎年6月に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書に記載される番号

　　　　手数料9・・円　｛：：IC：＋1。。円

◆同一の所有者の物件であっても、物件所在区が異なる場合は、区ごとに1件目は400円かかります。

　　　　手数料1・…円｛瓢課燗＝‡1麗

◆同一の所有者の物件であっても、証明の種類が異なる場合は、証明の種類ごとに1件目は400円かかります。

　　　　手数料9・・円　ぱ運＝1°°円

◆同一の所有者の物件であっても、±地・家屋と償却資産の証明を同時に申請される場合は、

　（1）土地・家屋、（2）償却資産　の別ごとに1件目は400円かかります。

ご不明な点がございましたら、23区の各都税事務所固定資産税班へお問い合わせください。


